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社会 - 生態システム論におけるガバナンスの概念

社
会-

生
態
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念（

1
（

―
―
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
・
オ
ス
ト
ロ
ム
と
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
―
―大　

　

山　
　

耕　
　

輔

１　

は
じ
め
に

２　

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
：
制
度
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
系

３　

O
strom

 (2009), M
cGinnis &

 O
strom

 (2014)
：
ガ
バ
ナ
ン
ス
系

４　

O
strom

 (1990)

の
議
論
：
コ
モ
ン
ズ
の
自
己
組
織
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
化

５　

公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
：
主
権
者
は
誰
か
？

６　

よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
：
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
か
成
果
か
？

７　

三
つ
の
ビ
ッ
グ
モ
デ
ル
：「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
」「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
か
ら
ポ
ス
ト
Ｎ
Ｐ
Ｍ
へ
」

８　

お
わ
り
に１　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
社
会-

生
態
シ
ス
テ
ム
（social-ecological system

: SES

（
の
分
野（2
（

に
お
い
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
が
ど
の
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よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
行
政
学
の
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
、

今
後
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
測
定
に
つ
な
げ
る
際
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
・
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会-

生
態
系
の
研
究
分
野
に

お
い
て
は
、
近
年
、「
生
物
多
様
性
と
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
政
府
間
科
学
―
政
策
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」（Intergovern-

m
ental Science-Policy Platform

 on Biodiversity and Ecosystem
 Services: IPBES

（
3
（

（
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
科
学
と

政
策
を
結
び
つ
け
る
活
動
を
精
力
的
に
行
っ
て
お
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
に
つ
い
て
も
概
念
枠
組
み
で
議
論
し
て
い
る
。
ま
た
、

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
議
論
の
元
に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
九
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
政
治
学
者
の
エ
レ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム

（Elinor O
strom

（
4
（

（
で
あ
り
、
彼
女
の
論
文
や
著
書
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
の
う

え
で
、
行
政
学
の
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
と
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
で
、
社
会-

生
態
系
研
究
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
概
念
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
測
定
に
お
け
る
課
題
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

２　

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
：
制
度
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
系

　

表
１
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
と
オ
ス
ト
ロ
ム
の
論
文
に
お
け
る
“governance

”と
い
う
用
語
の
出
現
回
数
と
使
用
例
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
論
文
はD

iaz et al. (2015)
で
あ
り
、
オ
ス
ト
ロ
ム
は
最
初
の
論
文O

strom
 (2009)

と
修
正
論
文

M
cGinnis &

 O
strom

 (2014)

の
二
本
で
あ
る
。

　

表
１
を
見
る
と
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
本
文
中
の
お
よ
そ
三
分
の
二
く
ら
い
の
比
率
で

governance system
(s)

と
い
う
表
現
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。governance system

(s)

と
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
の
こ
と

で
あ
り
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
や
オ
ス
ト
ロ
ム
が
、
社
会
系
と
生
態
系
を
統
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
社
会-

生
態
系
に
関
心
が
あ
る
こ
と

に
思
い
を
馳
せ
る
な
ら
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
は
、
社
会-

生
態
系
に
お
け
る
社
会
系
の
主
要
部
分
に
当
た
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
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よ
う
に
思
わ
れ
る（5
（

。

　

図
１
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
概
念
枠
組
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
概
念
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
図
の
真
ん
中
に
あ
る
「
制

度
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
他
の
間
接
変
化
要
因
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。D

iaz et al. (2015: 

6)

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
間
接
要
因
は
、「
人
び
と
や
社
会
が
自
ら
組
織
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

ス
ケ
ー
ル
で
の
自
然
と
の
相
互
作
用
を
組
織
化
す
る
方
法
」
と
さ
れ
、「
生
態
系
外
（
図
１
の

自
然
の
箱
の
外
（
で
発
生
す
る
変
化
の
基
底
的
原
因
で
あ
り
、
人
び
と
と
自
然
の
関
係
の
あ
ら

ゆ
る
側
面
に
影
響
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
の
た
め
概
念
枠
組
み
の
中
心
に
あ
る
」。
ま
た
、

そ
の
効
果
は
、「
絶
対
的
で
あ
れ
状
況
依
存
的
で
あ
れ
、
正
負
い
ず
れ
も
あ
り
」、「
そ
れ
ら
が

間
接
要
因
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
自
然
に
直
接
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接

人
為
要
因
へ
の
効
果
を
通
じ
て
作
用
す
る
た
め
」
と
さ
れ
る
。

　

制
度
に
は
、「
利
害
関
係
者
間
の
あ
ら
ゆ
る
（
非
（
公
式
の
相
互
作
用
、
お
よ
び
、
い
か
に

決
定
が
な
さ
れ
執
行
さ
れ
る
か
、
い
か
に
権
力
が
行
使
さ
れ
る
か
、
い
か
に
責
任
が
分
配
さ
れ

る
か
を
決
め
る
社
会
的
構
造
」
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
諸
制
度
が
集
ま
っ
て
ガ

バ
ナ
ン
ス
系
を
形
成
す
る
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
に
は
、
社
会
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
か
ら
グ
ロ
ー

バ
ル
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ケ
ー
ル
で
の
中
心
（
企
業
、
慣
習
法
に
よ
る
も
の
、
政
府
、
司
法
（
間

の
相
互
作
用
」
が
含
ま
れ
、「
制
度
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
は
、
自
然
の
構
成
要
素
と
人
為
的
資
産

と
人
び
と
へ
の
恵
み（6
（

へ
の
ア
ク
セ
ス
、
お
よ
び
制
御
・
配
分
・
分
配
を
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
で
決

定
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

表１　IPBESとオストロムの論文における “governance”の数と使用例について

論文 “governance”
の数

本文中
の数 使用例１ 使用例２ その他

Diaz et al., 2015 23 15
institutions and 
governance 
systems

11 governance and 
decision-making 1 3

Ostrom, 2009 9 8 governance 
systems 5 Governance 

Systems (GS) 2 1

McGinnis & 
Ostrom, 2014 58 51 governance 

system(s) 27 Governance 
System(s) (GS) 11 13

（出所）筆者作成。
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制
度
の
例
と
し
て
は
、「
所
有
権
制
度
や

土
地
（
公
有
・
コ
モ
ン
プ
ー
ル
（
共
有（

7
（

（・
私

有
（
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
、
立
法
配
置
、
取
り

決
め
、
慣
習
法
、
非
公
式
な
社
会
規
範
ル
ー

ル
、
成
層
圏
オ
ゾ
ン
破
壊
に
対
す
る
合
意
と

い
っ
た
国
際
レ
ジ
ー
ム
等
」
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、「
マ
ク
ロ
経
済
、
財
政
、
金
融
、
農

業
政
策
等
の
経
済
政
策
は
、
自
然
の
恵
み
の

重
要
性
に
つ
い
て
の
人
び
と
の
知
覚
や
、
自

然
と
相
互
作
用
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
行
動

と
決
定
に
影
響
を
与
え
る
重
要
な
役
割
を
果

た
す
制
度
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、「
人
び
と
は
、
よ
い
生
活
の
質
に

つ
い
て
、
富
と
所
得
の
範
囲
を
超
え
て
、
正

義
、
自
由
、
平
等
と
い
っ
た
合
同
的
な
問
題

に
わ
た
る
多
様
な
観
点
を
も
っ
て
」
お
り
、

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
程
度

の
正
当
性
と
抗
議
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
、
公
正
と
権
利
、
運
用

グロー
バル

国家

ローカル
時間経過に伴う変化

ベースライン―傾向―シナリオ
（出所）Diaz et al. (2015: 5)， 訳は橋本・齊藤（2014: 132）を参考にした。各矢印脇の注番号の説明
　　　 は省略する。

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
ス
コ
ー
プ

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
レ
ベ
ル
の
解
像
度

自然の恵み
生態系サービス

（供給・調整・文化）
自然の贈り物

人為的資産
構造的・人的・
社会的・金融的

異
な
る
空
間
ス
ケ
ー
ル
の
統
合

自　然
生物多様性と生態系
母なる地球
生命系

本質的価値

よい生活の質
人間の福利
自然との共生

母なる地球との共生

直接的変化要因

自然由来の
変化要因

人為由来の
変化要因

制度・ガバナンス・
他の間接的変化要因

8

1 9

2

3

4

5

10

6

7

図１　IPBESの概念枠組み
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の
ス
ケ
ー
ル
が
あ
る
」
と
比
較
的
正
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る（8
（

。
最
後
に
、「
異
な
る
形
態
の
制
度
と
決
定
や
概
念
枠
組
み
に
お
け
る

他
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
と
の
結
合
を
変
え
る
役
割
を
徹
底
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
政
策
決
定
者
が
異
な
る
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
認
識

し
て
テ
ス
ト
す
る
の
に
役
立
つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

D
iaz et al. (2015: 12-14)

に
は
用
語
解
説
（Glossary

（
が
つ
い
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
独
立
し
た
項
目
は

な
い
。
だ
が
、
い
く
つ
か
の
関
連
す
る
項
目
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
「
制
度
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
そ
の
他
の
間
接
要

因
」
で
は
、「
社
会
が
自
ら
組
織
化
す
る
方
法
。
そ
う
し
た
方
法
は
直
接
要
因
を
通
じ
て
作
用
す
る
生
態
系
外
で
発
生
す
る
環
境
変

化
の
基
底
的
原
因
と
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
「
間
接
要
因
か
つ
基
底
的
要
因
」
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
社
会-

生
態
系
の
社
会
系
の
主
要
な
部
分
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
と
呼
ん
で
い

る
た
め
、
広
い
定
義
だ
が
、
比
較
的
し
っ
か
り
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

３　

O
strom

 (2009), M
cGinnis &

 O
strom

 (2014)

：
ガ
バ
ナ
ン
ス
系

　

図
２
はO

strom
 (2009: 420)

が
、
社
会-

生
態
系
を
分
析
す
る
た
め
の
枠
組
み
に
お
け
る
コ
ア
と
な
る
下
位
シ
ス
テ
ム
の
関
係

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

図
２
の
左
側
に
は
、
生
態
系
を
構
成
す
る
資
源
系
（Resource System

: RS

（
と
資
源
単
位
（Resource U

nits: RU

（
が
、
右
側

に
社
会
系
を
構
成
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
（Governance System

: GS
（
と
ユ
ー
ザ
（U

sers: U

（
が
、
そ
し
て
真
ん
中
に
相
互
作
用

（Interactions: I

（
と
成
果
（O

utcom
es: O

（
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
は
社
会
系
の
主
要
な
構
成
要
素
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

図
３
は
、M

cGinnis &
 O

strom
 (2014)

が
、
図
２
を
５
年
後
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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資源系
（RS）

資源単位
（RU）

ガバナンス系
（GS）

アクター
（A）

関係する生態系（ECO）

条件設定する 条件設定する

インプットする 参加する

部
分
に
な
っ
て
い
る

定
義
し
、
ル
ー
ル
設
定
す
る

直接的関係 フィードバック

（出所）McGinnis & Ostrom (2014)．

　　焦点となる活動状況
相互作用（I）→ 結果（O）

社会、経済、政治的設定（S）

図３　複数の第１層構成要素をもつ修正された社会・生態系枠組み

社会、経済、政治的設定（S）

ガバナンス系
（GS）

相互作用（I）

関係する生態系（ECO）

成果（O）

資源単位
（RU）

資源系
（RS）

ユーザ
（U）

（出所）Ostrom (2009: 420)．

図２　社会・生態系の分析枠組みにおけるコアとなる下位システム
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こ
れ
ら
は
基
本
的
に
同
じ
図
だ
が
、
各
変
数
は
複
数
の
層
に
再
編
整
理
さ
れ
た
。
ま
た
、
真
ん
中
の
焦
点
と
な
る
活
動
状
況
が
よ

り
強
調
さ
れ
、
周
り
の
各
構
成
要
素
か
ら
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
関
係
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る（9
（

。

　

表
２
は
、M

cGinnis &
 O

strom
 (2014)

に
掲
載
さ
れ
た
社
会-

生
態
系
の
二
層
の
変
数
の
一
覧
で
あ
る
。
オ
ス
ト
ロ
ム
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
議
論
の
特
徴
は
、
第
１
層
の
カ
テ
ゴ
リ
変
数
だ
け
で
な
く
、
第
２
層
の
具
体
的
な
指
標
に
な
る
べ
き
変
数
を
列
挙
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
測
定
し
よ
う
と
い
う
際
に
参
考
に
な
る
も
の
と
い
え
る
。
表
２
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、O

strom
 (2009: 421)

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
（GS

（
に
は
、GS1

政
府
組
織
か
らGS8

監
視
と
制
裁
の
ル
ー
ル
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
が
、M

cGinnis &
 O

strom
 (2014)

で
は
、
表
３
が
示
す
よ
う
に
、
第
２
層
の
変
数
はGS1

政
策
分
野
か
らGS10

歴
史
的
連
続

性
と
い
う
よ
う
に
再
編
さ
れ
、
と
く
にGS5

ル
ー
ル
作
成
組
織
とGS6

利
用
す
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
第
３
層
の
よ
り
細
分
化
さ

れ
た
変
数
な
い
し
指
標
を
設
定
し
て
い
る
。

　

オ
ス
ト
ロ
ム
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
変
数
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
と
同
様
に
広
い
定
義
を
採
用
し
て
い
る
が
、
何
層
か
に
分
け
た
具

体
的
な
指
標
を
提
示
し
て
い
る
点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、
相
互
作
用
（I

（
のI2

情
報
共
有
、I3

審
議
過
程
、I7

自
己

組
織
化
活
動
、I8

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
、I9

監
視
活
動
、I10

評
価
活
動
等
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
（GS

（
に
含
め
て
扱
う
こ
と
も
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
社
会
関
係
資
本
（A

6

（
や
自
治
体
職
員
の
意
識
等
ま
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
議
論

の
余
地
が
あ
ろ
う（（（
（

。
ま
た
、
表
３
のGS4

（
政
治
（
体
制
に
は
民
主
政
と
専
制
政
が
含
ま
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

観
点
か
ら
は
、
こ
れ
ら
を
同
列
に
扱
う
こ
と
に
は
や
や
違
和
感
を
感
じ
る（（（
（

。

４　

O
strom

 (1990)

の
議
論
：
コ
モ
ン
ズ
の
自
己
組
織
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
化

　

オ
ス
ト
ロ
ム
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
概
念
が
社
会-

生
態
系
の
社
会
系
の
基
礎
的
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
多
層
に
わ
た
る
諸
変
数
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と
諸
指
標
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
も

の
の
、
な
ぜ
オ
ス
ト
ロ
ム
が
社
会-

生
態
系
を
統
合
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
の
か
や
、
な
ぜ
多
数
の

変
数
や
指
標
を
思
い
つ
く
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

彼
女
の
初
期
の
作
品
で
あ
るO

strom
 (1990)

ま
で
遡

る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
コ
モ
ン
ズ
の
統
治

（governing

（：
集
合
行
為
の
た
め
の
制
度
の
進
化
』

は
彼
女
の
研
究
テ
ー
マ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
こ
れ

を
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
視
点
で
言
い
換
え
る
な
ら
「
コ
モ
ン

ズ
や
共
有
資
源
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
、
副
題
に
あ
る
よ
う

に
、
集
合
行
為
論
（collective action

（
で
あ
る
。

O
lson (1971)

は
、
集
合
行
為
に
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー

（
た
だ
乗
り
（
が
発
生
し
や
す
く
、
そ
れ
も
規
模
の
大

き
い
集
団
や
団
体
ほ
ど
発
生
し
や
す
い
た
め
、
そ
の
抑

制
の
た
め
の
コ
ス
ト
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た（（（
（

。

こ
こ
か
ら
、O

strom
 (1990)

の
研
究
対
象
で
あ
る
コ

モ
ン
ズ
の
自
主
管
理
は
、
そ
の
利
用
者
が
比
較
的
少
な

表２　社会生態系の２層の変数
第１層の変数 第２層の変数
社会的、経済的、政治的設定（S） S1- 経済発展

S2- 人口動態学的傾向
S3- 政治的安定
S4-他のガバナンス系
S5- 市場
S6- メディア組織
S7- 技術

資源系（RS） RS1- 部門（例 : 水、森林、牧草、魚）
RS2- システム境界の明確性
RS3- 資源系の規模
RS4- 人口建設施設
RS5- システムの生産性
RS6- 均衡特性
RS7- システムダイナミクスの予測可能性
RS8- 貯蓄特性
RS9- 場所

ガバナンス系（GS） GS1- 政府組織
GS2- 非政府組織
GS3- ネットワーク構造
GS4- 所有権システム
GS5- 運用的な選択ルール
GS6- 集合的な選択ルール
GS7- 立憲的な選択ルール
GS8- 監視と制裁のルール

資源単位（RU） RU1- 資源単位の流動性
RU2- 成長率または代替率
RU3- 資源単位間の相互作用
RU4- 経済価値
RU5- 単位の数
RU6- 特徴的な特性
RU7- 空間的一時的な分配
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（注）Ostrom (2009: 421) を脚色。
（出所）McGinnis & Ostrom (2014), Table 1. ゴチック体は引用者による強調である。

アクター（A） A1- 関係するアクターの数
A2- 社会経済的特性
A3- 歴史あるいは過去の経験
A4- 場所
A5- リーダーシップ / 企業家精神
A6-規範（信頼・互恵性）／社会関係資本
A7- 社会生態系の知識／精神的モデル
A8- 資源（依存）の重要性
A9- 利用可能な技術

活動状況：相互作用（I）→ 結果（O） I1- 収穫
I2-情報共有
I3-審議過程
I4- 紛争
I5- 投資活動
I6- ロビイング活動
I7-自己組織化活動
I8-ネットワーク活動
I9-監視活動
I10-評価活動
O1-  社会的パフォーマンス測定（効率性、平

等性、アカウンタビリティ）
O2-  生態学的パフォーマンス測定（例、過剰

収穫、回復力、生物多様性、持続可能性）
O3- 他の社会生態系への外部性

関係する生態系（ECO） ECO1- 気候パターン
ECO2- 汚染パターン
ECO3- 焦点となる社会生態系とのフロー

表２　つづき

表３　ガバナンス系（GS）の２層性変数についての代替リスト
第２層の変数 第３層の変数
GS1*- 政策分野
GS2*- ガバナンス系の地理的スケール
GS3*- 人口
GS4*- 体制（民主政と専制政）のタイプ
GS5*- ルール作成組織 公共部門組織（政府機関等）

私的部門組織（営利）
非政府非営利組織
コミュニティ組織
複合組織

GS6*- 利用するルール 運用的な選択ルール
集合的な選択ルール
立憲的な選択ルール

GS7*- 所有権システム
GS8*- 規範と戦略のレパートリー
GS9*- ネットワーク構造
GS10*- 歴史的連続性

（原注）*はこれら示唆の一時的性格を意味する。
（出所）McGinnis & Ostrom (2014), Table 2 に一部加筆。
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い
小
規
模
集
団
ほ
ど
う
ま
く
ゆ
く
だ
ろ
う
、
と
い
う
理
論
的
含
意
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

彼
女
の
問
題
関
心
は
、
牧
草
地
に
お
け
る
過
剰
放
牧
に
お
け
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
共
有
地
の
悲
劇
」（tragedy of com

m
ons

（

の
問
題
に
対
応
す
る
方
法
で
あ
る
。
生
物
学
者
で
あ
るGarrett H

ardin (1968)

が
提
起
し
た
共
有
地
の
悲
劇
の
問
題
と
は
、
各
放

牧
者
は
自
分
の
家
畜
に
草
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
を
優
先
し
て
、
過
剰
放
牧
の
結
果
は
げ
山
に
な
っ
て
結
局
は
自
分
の
家
畜
に
草
を
食

べ
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
社
会
的
ジ
レ
ン
マ（（（
（

の
状
況
で
あ
る
。

　

従
来
の
議
論
で
は
、
過
剰
放
牧
に
よ
る
は
げ
山
の
よ
う
な
最
悪
の
結
果
を
避
け
る
た
め
に
は
、
強
制
力
を
も
つ
政
府
な
い
し
レ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
が
関
与
し
て
各
放
牧
を
少
し
ず
つ
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
政
府
は
最
適
な
抑
制
量
の

配
分
に
つ
い
て
の
情
報
を
も
た
な
い
た
め
、
非
効
率
な
結
果
を
導
き
や
す
い
。
ま
た
、
共
有
地
を
民
営
化
し
て
市
場
で
解
決
し
よ
う

と
す
る
方
法
は
、
私
的
所
有
権
に
よ
る
自
然
や
共
有
資
源
の
細
分
化
を
招
い
て
非
効
率
な
結
果
を
招
き
や
す
い
。

　

つ
ま
り
、
政
府
と
市
場
い
ず
れ
の
方
法
に
も
限
界
が
あ
り（（（
（

、
彼
女
は
、
第
三
の
方
法
と
し
て
、
共
有
資
源
の
自
己
組
織
化
な
い
し

自
己
ガ
バ
ナ
ン
ス
（self-governance

（
（（
（

（
の
方
法
の
有
効
性
を
提
案
し
主
張
し
た
の
で
あ
る
（O

strom
 1990: chapter 2

（。

　

表
４
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
が
理
論
的
・
実
証
的
に
観
察
し
て
得
た
持
続
的
な
共
有
資
源
制
度
の
設
計
原
則
で
あ
る
。
七
つ
な
い
し
八

つ
の
原
則
か
ら
な
っ
て
い
る
。
①
共
有
資
源
と
専
有
者（（（
（

の
明
確
な
境
界
、
②
専
有
・
供
給
の
ル
ー
ル
と
地
域
的
条
件
と
の
一
致
、
③

集
合
的
選
択
に
お
け
る
参
加
の
取
り
決
め
、
④
監
視
、
⑤
段
階
的
な
制
裁
、
⑥
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
⑦
自
己
組
織
化
す
る
権
利

の
最
低
限
の
承
認
、
⑧
入
れ
子
の
構
造
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
意
味
内
容
は
表
４
に
示
さ
れ
た
と
お
り
だ
が
、
各
原
則
間
の
優
先
順
位
や
、
対
立
・
矛
盾
し
た
場
合
ど
う
す
る
の
か
は

や
や
明
確
で
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
八
つ
の
原
則
は
、
③
の
参
加
原
則
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
後
述
す
る
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論

に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
概
念
が
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
成
果
に
つ
な
が
る
要

素
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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表
５
は
、O

strom
 (1990) 

が
、
世
界
一
四
カ
所
の
共

有
資
源
サ
イ
ト
に
つ
い
て
、
表
４
の
設
計
原
則
と
制
度
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
照
ら
し
て
評
価
し
た
結
果
で
あ
る
。
わ

か
り
や
す
い
よ
う
に
、
一
番
右
の
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
、
上
か
ら
「
頑
健
」「
脆
弱
」「
失
敗
」
の
三
段
階
に
分

け
て
あ
る
。
左
の
八
つ
の
設
計
原
則
が
当
て
は
ま
る
か
ど

う
か
が
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
に
比
例
的
な
評
価
が
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
中
西

部
の
た
め
池
レ
イ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
、
初
期
に
は
八
つ
の

設
計
原
則
も
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
悪
か
っ
た
も
の
の
、

現
在
は
い
ず
れ
も
よ
く
な
っ
て
い
る
サ
イ
ト
事
例
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
三
段
階
の
評
価
測
定
は
、
制
度
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
設
計
原
則
い
ず
れ
も
定
性
的
で
あ
り
や

や
主
観
的
で
あ
る
こ
と
や
、
八
つ
の
設
計
原
則
の
評
価
が

よ
い
と
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経

て
よ
く
な
る
の
か
と
い
っ
た
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
や
や

疑
問
が
残
る
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
専
有
者
の
監
視
や

違
反
者
へ
の
段
階
的
な
制
裁
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
が
、

表４　持続的な共有資源（CPR）制度によって例証された設計原則
① 明確に定義された境界
　共有資源から資源単位を引き出す権利をもつ諸個人・家計（訳注：専有者のことと思わ
れる）は、共有資源の境界とともに明確に定義されなければならない。
② 専有・供給のルールと地域的条件の一致
　時間、場所、技術、資源単位量を制約する専有ルールは、ヒト、モノ、カネを必要とす
る地域的条件や供給ルールと符合している。
③ 集合的選択の取り決め
　運用ルールに影響される諸個人は、運用ルールの修正に参加することができる。
④ 監視
　共有資源の諸条件と専有行動を能動的に監査する監視者は、その専有者に対して説明責
任があるか、あるいは専有者である。
⑤ 段階的な制裁
　運用ルールに違反した専有者は、他の専有者または彼らに説明責任のある職員、あるい
は両者によって、段階的な制裁（違反の甚大さと状況による）を受けることになる。
⑥ 紛争解決メカニズム
　専有者と職員は、専有者間または専有者と職員間の紛争を解決する低コストの地域ア
リーナに素早くアクセスできる。
⑦ 組織化する権利の最低限の承認
　専有者が自己の制度を構築する権利は、外部の政府機関によって異議申し立てされない。

より大きなシステムの一部である共有資源のために
⑧ 入れ子の構造
　専有、供給、監視、法執行、紛争解決、ガバナンス活動は、多層的入れ子構造に組織さ
れている。
（出所）Ostrom (1990: 90), Table 3.1. 
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集
合
行
為
に
お
け
る
こ
う
し
た
フ
リ
ー
ラ
イ

ダ
ー
に
対
す
る
コ
ス
ト
の
支
払
い
が
ど
う
す
れ

ば
自
発
的
に
可
能
に
な
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

と
く
に
、
オ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
た
集
団
規
模
が

大
き
く
な
る
ほ
ど
利
益
の
集
約
化
が
難
し
く
な

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
設
計
原
則
⑧
の
入
れ

子
の
構
造
は
や
や
楽
観
的
す
ぎ
る
気
が
す
る（（（
（

。

最
後
の
点
は
、
反
復
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
ゲ
ー
ム

の
理
論
に
お
い
て
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
研

究
テ
ー
マ
で
あ
る
（A

xelrod, 1984 = 

ア
ク
セ

ル
ロ
ッ
ド
、
一
九
八
七（

（（
（

（。
ま
た
、
社
会
心
理
学

の
信
頼
研
究
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
研
究

が
進
め
ら
れ
た
（
た
と
え
ば
山
岸
、
一
九
九
八
（。

　

共
有
地
の
悲
劇
に
対
し
て
、
政
府
と
市
場
い

ず
れ
の
方
法
で
も
な
い
、
第
三
の
自
己
組
織
化

な
い
し
自
己
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
法
の
有
効
性
を

提
案
し
た
点
は
高
く
評
価
で
き
る
。
だ
が
、
自

己
組
織
化
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
は
、
政
府
や
企
業

も
参
加
し
て
含
ま
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
よ

表５　設計原則と制度パフォーマンス

サイト

明確な
境界と
メンバー
シップ

一貫した
ルール

集合的
選択の
アリーナ 監視

段階的
制裁

紛争解
決メカ
ニズム

承認さ
れた組
織権

入れ子
の単位

制度パ
フォー
マンス

テ—ベル、スイス はい はい はい はい はい はい はい 無効a 頑健
山中村、日本 はい はい はい はい はい はい はい 無効 頑健
バレンシア、マルシア、
オリヘーラ、スペイン はい はい はい はい はい はい はい はい 頑健

レイモンド、中西部の
ため池（現在） はい はい はい はい はい はい はい はい 頑健

アリカンテ、スペイン はい はい はい はい はい はい はいb はい 頑健
バカラビンター、フィ
リピン はい はい はい はい はい はい はい はい 頑健

アラーニャ、トルコ いいえ はい 弱い はい はい 弱い 弱い 無効 脆弱
ガルオーヤ、スリラン
カ はい はい はい はい c 弱い 弱い はい 脆弱

ラメロン港、カナダ はい はい 弱い はい はい はい いいえ いいえ 脆弱
イズミールとポドラム
湾、トルコ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 弱い いいえ 失敗

マウェール、スリラン
カ いいえ はい いいえ はい はい いいえ いいえ いいえ 失敗

キリンジオーヤ、スリ
ランカ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 失敗

レイモンド、中西部の
ため池（初期） いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい はい いいえ 失敗

モジャーブ地下水盆 いいえ いいえ はい いいえ いいえ はい はい いいえ 失敗

ａ＝無効（Not Relevant NR）
ｂ＝２つの例外は 1739-1930 年と 1930-1950 年
ｃ＝情報なし
（出所）Ostrom (1990: 180), Table 5.2. を加筆修正。



13

社会 - 生態システム論におけるガバナンスの概念

う
に
思
わ
れ
る
。

　

図
４
は
、
ル
ー
ル
と
分
析
レ
ベ
ル
の
関
係

を
、
図
５
は
、
公
式
・
非
公
式
の
集
合
的
選

択
ア
リ
ー
ナ
と
共
有
資
源
運
用
ル
ー
ル
の
関

係
を
、
図
６
は
、
制
度
的
に
影
響
を
与
え
る

変
数
の
一
覧
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
図

は
、
共
有
資
源
管
理
の
自
己
組
織
化
な
い
し

自
己
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
あ
た
っ
て
当
事
者
が
ど

の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
選
択
す
る
か
の
分
析
枠

組
み
を
提
供
し
て
い
る
。
前
述
し
た
社
会-

生
態
系
の
統
合
し
た
枠
組
み
の
基
礎
に
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
変
数
や
指
標

が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
っ
て
興
味
深

い
し
、
政
府
と
市
場
い
ず
れ
で
も
な
い
第
三

の
自
己
組
織
化
な
い
し
自
己
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

方
法
を
提
案
︲
主
張
し
て
い
た
の
は
、
公
共

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら

ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
」
あ
る
い
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
か
ら

ポ
ス
ト
Ｎ
Ｐ
Ｍ
へ
」
の
議
論
と
重
な
る
部
分

ルール： 集合的立憲的

分析
レベル：

集合的
選択

立憲的
選択

プロセス： 形成
ガバナンス
裁定
修正

政策形成
管理
裁定

運用的

運用的
選択

専有
供給
監視
法執行

図４　ルールと分析レベルの関係

（出所）Ostrom (1990: 53), Figure 2.2.

図５　公式・非公式の集合的選択アリーナと共有資源運用ルールの関係

（出所）Ostrom (1990: 53), Figure 2.3.

国、広域、地域の
公式の集合的選択アリーナ
　議会
　規制官庁
　裁判所

使用される
運用ルール

公式の監視と
法執行活動

非公式の監視と
法執行活動

非公式の集合的選択アリーナ
　非公式の集まり
　専有チーム
　私的団体
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が
あ
っ
て
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

５　

公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
：
主
権
者
は
誰
か
？

　

こ
こ
か
ら
は
行
政
学
の
分
野
で
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
公

共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
（public governance

（
の
議
論
を
見
る
。

そ
の
多
く
は
大
山
（
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
一
ａ
、
ｂ
（
等
で
す

で
に
扱
っ
た
が
、
最
近
改
訂
さ
れ
た
欧
州
に
お
け
る
標
準
的

な
テ
キ
ス
ト
で
あ
るBovaird &

 Loeffl
er (2016: 208)

で

紹
介
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
定
義
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
世
界
銀
行
（W

orld Bank

（
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

「
一
国
の
事
柄
を
管
理
す
る
政
治
権
力
の
行
使
」
と
定
義
す

る
。
カ
ナ
ダ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
所
（Canadian Institute 

on Governance

（
は
「
社
会
や
組
織
が
重
要
な
決
定
を
し
、

だ
れ
を
含
む
か
や
い
か
に
説
明
す
る
か
を
決
め
る
プ
ロ
セ
ス

の
こ
と
」
と
す
る
。
ま
た
、
英
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（Governance International, U

K

（
は

「
公
共
政
策
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
た
め
に
、
あ
る
組
織

が
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
利
害
関
係
者
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

現状ルールの保持：
これまでの戦略の
継続

現状ルールの変更：
新戦略の採用

共有規範その
他の機会につ
いての情報

代替ルールの転換、監視、
法執行の費用についての
情報

提案されたルールの便益
についての情報

ルール変更に使わ
れる集約ルール

外的世界

内的世界

期待
便益

期待
費用

現状ルールの
変更を支持す
るかしないか

内的規範
割引率

（出所）Ostrom (1990: 193), Figure 6.1.

図６　制度的選択に影響を与える変数一覧
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い
か
に
働
く
か
」
に
つ
い
て
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、K

ooim
an (1993)

は
、「
す
べ
て
の
関
係
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
の
介
入
努

力
の
「
共
通
」（com

m
on

（
の
結
果
ま
た
は
成
果
と
し
て
の
、
あ
る
社
会
政
治
シ
ス
テ
ム
で
出
現
す
る
パ
タ
ー
ン
な
い
し
構
造
。
こ

の
パ
タ
ー
ン
は
、
特
定
の
一
人
の
ア
ク
タ
ー
や
集
団
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成
果
に
還
元
さ
れ
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
定
義

は
大
山
（
二
〇
一
〇
（
等
で
紹
介
し
た
定
義
と
基
本
的
に
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
定
義
例
に
共
通
す
る
の
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
、
政
治
権
力
の
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
利
害
関
係
者
間
の
相
互
作
用

を
意
味
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
政
治
権
力
の
行
使
プ
ロ
セ
ス
や
利
害
関
係
者
間
の
相
互
作
用
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

が
「
主
権
者
は
だ
れ
か
？
」
を
問
う
概
念
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
大
山
、
二
〇
一
一
ｂ
（。
こ
の
こ
と
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、「
政

府
に
限
ら
ず
、
組
織
が
重
要
な
決
定
や
舵
取
り
を
す
る
と
き
に
、
誰
が
権
限
や
責
任
を
も
つ
の
か
、
ま
た
、
そ
の
運
営
の
チ
ェ
ッ
ク

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
う
す
る
か
規
定
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
一
言
で
い
う
な
ら
「
意
思
決
定
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
規
律
を
も
た
ら
す

メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
こ
と
と
い
え
る
（
曽
根
、
二
〇
〇
八
：
七
（。

　

す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
や
合
意
形
成
に
配
慮
し
た
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
。
本
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｓ-

15
の
問
題
関
心
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
一
言
で
い
え
ば
、
自
然
資
本
や
生
態
系
サ
ー
ビ
ス（（（
（

の
「
民
主
的
管
理
プ
ロ

セ
ス
」（
協
治
（
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
た
と
え
そ
れ
ら
を
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
で
管
理
し
た
と
し
て

も
、
生
物
多
様
性
の
保
全
や
人
間
の
包
括
的
福
利
と
い
う
政
策
目
的
が
必
ず
し
も
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
点
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
「
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
の
議
論
と
関
係
す
る
が
、
た
と
え
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス=

民
主
的
プ
ロ

セ
ス
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
よ
い
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
政
策
目
的

や
成
果
の
必
要
条
件
で
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
と
い
え
る（（（
（

。
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６　

よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
：
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
か
成
果
か
？

　

よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
民
主
的
管
理
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
実
は
比
較
的
多
様
で
あ
る
。

　

Bovaird &
 Loeffl

er (2016: 211)

か
ら
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
定
義
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
よ
う
。
国
際
連
合
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済

社
会
委
員
会
（U

nited N
ations Econom

ic and Social Com
m

ission for A
sia and the Pacific

（
は
、
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
八
つ

の
特
性
と
し
て
、「
参
加
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
指
向
、
説
明
可
能
、
透
明
的
、
応
答
的
、
有
効
か
つ
効
率
的
、
平
等
的
、
包
括
的
」
を

挙
げ
、
さ
ら
に
「
法
の
支
配
に
し
た
が
う
」
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
汚
職
は
最
小
化
さ
れ
、
少
数
派
の
見
解
が
考
慮
さ
れ
、
社
会

の
も
っ
と
も
脆
弱
な
人
び
と
の
声
が
意
思
決
定
に
反
映
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
社
会
の
現
在
と
将
来
の
ニ
ー
ズ
に
応
答
的
で
あ

る
」
と
い
う
。

　

ま
た
、
欧
州
ガ
バ
ナ
ン
ス
白
書
（W

hite Paper on European Governance

（
は
、「
開
放
性
、
参
加
、
説
明
責
任
、
有
効
性
、

一
体
性
」
の
五
つ
の
原
則
が
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
支
え
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

　

さ
ら
に
、
欧
州
版
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
エ
ク
セ
レ
ン
ス
（European Label of Governance Excellence: ELoGE

（
は
、
①
選
挙
、
代

表
、
参
加
の
公
正
な
行
い
（fair conduct
（、
②
応
答
性
（responsiveness

（、
③
効
率
性
と
有
効
性
（effi

ciency and 

effectiveness

（、
④
開
放
性
と
透
明
性
（openness and transparency

（、
⑤
法
の
支
配
（rule of law

（、
⑥
倫
理
的
な
行
い

（ethical conduct

（、
⑦
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
と
能
力
（com

petence and capacity

（、
⑧
革
新
（innovation

（
と
変
化
へ
の
開
放
性
、

⑨
持
続
可
能
性
（sustainability

（
と
長
期
的
方
向
性
、
⑩
的
確
な
財
務
管
理
（sound financial m

anagem
ent

（、
⑪
人
権
、
文
化

的
多
様
性
、
社
会
的
一
体
性
（social cohesion

（、
⑫
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（accountablity

（
の
12
の
要
素
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
エ

ク
セ
レ
ン
ス
で
あ
る
と
し
て
い
る
（Bovaird &

 Loeffl
er, 2016: 209

（。

　

い
ず
れ
の
定
義
例
も
、
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
諸
条
件
を
明
確
に
列
挙
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
問
題
な
の
は
、
そ
れ
ら
諸
条
件
の
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関
係
で
あ
り
優
先
順
位
で
あ
る
。
八
つ
の
特
性
な
り
五
つ
の
原
則
な

り
一
二
の
要
素
間
で
矛
盾
や
対
立
が
発
生
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
間
に

優
先
順
位
を
つ
け
る
必
要
が
生
じ
た
り
し
た
場
合
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
共
著
者
の
一
人

Loeffl
er

が
長
を
務
め
る
英
国
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（Governance International

（
が
「
よ
い
ガ

バ
ナ
ン
ス
は
状
況
特
定
的
に
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ

て
の
望
ま
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
を
同
時
に
完
全
に
執
行
す
る
こ
と

は
不
可
能
と
す
る
と
、
利
害
関
係
者
は
戦
略
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
優
先

順
位
に
同
意
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
よ
い
ガ
バ
ナ
ン

ス
は
状
況
に
応
じ
て
意
味
合
い
を
微
妙
に
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
先

述
し
た
成
果
（
有
効
か
つ
効
率
性
（
を
優
先
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、

プ
ロ
セ
ス
（
参
加
や
応
答
性
等
（
を
優
先
す
る
か
は
、
た
と
え
ば
経

済
学
者
は
前
者
の
立
場
を
取
り
や
す
い
が
、
政
治
学
者
や
行
政
学
者

は
後
者
の
立
場
を
取
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
の
調
整
は
戦
略
的
、

政
治
的
、
柔
軟
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

図
７
は
、
英
国
の
あ
る
自
治
体
に
お
け
る
生
活
の
質
に
つ
い
て
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ス
コ
ア
カ
ー
ド
と
キ
ャ
リ
ッ
ク
公
共
住
宅
に
お
け
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
独
立
変
数
と
し
て
の
ガ

図７　生活の質についてのガバナンス・スコアカードとキャリック公共住宅におけ
るガバナンス原則

生活環境：
・住宅の質
・住宅サービスの質
・周辺環境
・コミュニティの安全

住宅スタッフ
住宅スタッフ
住宅スタッフ
若い家庭

1 2 3 4 5

委員会メンバー
委員会メンバー
委員会メンバー

メディア

ボランティア団体
ボランティア団体
ボランティア団体

議員
議員
議員

公務員
公務員

健康、社会的福利、
障害者の教育・訓練

障害のある
入居者
若者

委員会メンバー

ビジネス

生活の質の問題（従属変数）

・透明性

・パートナーシップ活動

・持続可能性

・正直で公正な行動

（出所） Bovaird & Loeffler (2016: 221) に一部加筆。

若い家庭

住宅スタッフ

議員
障害のある
入居者

委員会メンバー

委員会メンバー

若者

私的な契約者

メディア

公務員

ビジネス

ボランティ
ア団体

ガバナンス原則（独立変数）
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バ
ナ
ン
ス
原
則
は
、
透
明
性
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
活
動
、
持
続
可
能
性
、
正
直
で
公
正
な
行
動
の
四
つ
の
原
則
か
ら
構
成
さ
れ
、

従
属
変
数
と
し
て
の
生
活
の
質
の
問
題
は
、
住
宅
の
質
、
住
宅
サ
ー
ビ
ス
の
質
、
周
辺
環
境
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
安
全
の
四
つ
か
ら

な
る
生
活
環
境
、
お
よ
び
、
健
康
、
社
会
的
福
利
、
障
害
者
の
教
育
・
訓
練
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
「
強
い
分
野
」「
ま
あ
ま
あ
の
分
野
」「
弱
い
分
野
」
の
三
点
尺
度
で
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
者
が
評
価
し
て
い
る
。
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
ス
コ
ア
カ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
例
と
な
っ
て
い
る
（Bovaird &

 Loeffl
er, 2016: 221

（。

７　

三
つ
の
ビ
ッ
グ
モ
デ
ル
：「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
」「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
か
ら
ポ
ス
ト
Ｎ
Ｐ
Ｍ
へ
」

　

こ
こ
で
は
、
行
政
学
の
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
い
て
も
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
政
府
・
市
場
と
並
ぶ
第
三
の
ビ
ッ
グ
モ
デ
ル
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
じ
こ
と
を
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
に
注
目
す
る
セ
ク
タ
ー
論
の
用
語
で

表
現
す
る
な
ら
、
第
一
セ
ク
タ
ー
（
政
府
・
自
治
体
や
独
立
行
政
法
人
等
（、
第
二
セ
ク
タ
ー
（
企
業
や
市
場
等
（、
第
三
セ
ク
タ
ー

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
（
と
な
り
、
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
は
第
三
セ
ク
タ
ー
論
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
と
い

え
る
（
サ
ラ
モ
ン-

ア
ン
ハ
イ
ア
ー
（
一
九
九
六
（、 Oyam

a (2003) 

を
参
照
（。

　

し
ば
し
ば
耳
に
す
る
「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
」
と
い
う
表
現
は
、
公
共
的
な
問
題
の
解
決
主
体
は
、
従
来
の
よ
う
に

政
府
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
は
、
市
民
社
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（、 

非
営
利
組
織

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（、 

あ
る
い
は
企
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
（
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る（（（
（

。
政
府
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
市
民
社
会
の
視
点
も
含
め
て
総
合
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
伝
統
的
な
組
織
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
意
思
決
定
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

利
害
関
係
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
相
互
作
用
に
よ
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
意
思
決
定
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る（（（
（

。
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図
８
は
、
国
際
比
較
可
能
な
分
析
枠
組
み
を
要
領
よ
く
整
理
し
た
行
政
学
の

テ
キ
ス
ト
で
あ
るPollitt &

 Bouchaert (2011: 22)

が
、
三
つ
の
ビ
ッ
グ
モ

デ
ル
と
モ
デ
ル
に
対
応
す
る
ツ
ー
ル
や
構
成
要
素
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
三

つ
の
ビ
ッ
グ
モ
デ
ル
は
、
新
公
共
管
理
法
（N

ew
 Public M

anagem
ent: 

N
PM

（、
新
ウ
ェ
ー
バ
ー
型
国
家
（N

eo W
eberian State: N

W
S

（、
新
公
共

ガ
バ
ナ
ン
ス
（N

ew
 Public Governance: N

PG

（
で
、
そ
れ
ぞ
れ
市
場
、
政

府
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
応
す
る
。
ツ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
例
示

に
す
ぎ
な
い
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
対
応
す
る
ツ
ー
ル
に
は
、
外
部
委
託
、
業
績
測
定
、

執
行
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
公
私
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（Public Private 

Partnership: PPP

（
が
あ
り
、
Ｎ
Ｗ
Ｓ
に
対
応
す
る
主
要
な
構
成
要
素
に
は

業
績
測
定
や
透
明
性
／
情
報
の
自
由
が
、
副
次
的
な
要
素
に
は
外
部
委
託
、
執

行
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
ユ
ー
ザ
の
委
員
会
が
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｇ
の
主
な

ツ
ー
ル
に
は
Ｐ
Ｐ
Ｐ
、
透
明
性
／
情
報
の
自
由
や
サ
ー
ビ
ス
ユ
ー
ザ
の
委
員
会

が
、
副
次
的
ツ
ー
ル
に
は
外
部
委
託
が
あ
る
。

　

表
６
は
、
三
つ
の
モ
デ
ル
の
基
本
的
な
主
張
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
Ｎ
Ｐ
Ｇ
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
重
要

な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
図
表
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
歴
史
的
な
論
調
の

変
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
は
、
伝
統
的
な
国
家
や
政
府

の
中
央
集
権
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
を
重
視
す
る
議
論
が
有
力
だ
っ
た
が
、

図８　ビッグ・モデルの地図とパラダイム

（出所）Pollitt & Bouckaert (2011: 22), Figure 1.3.

ビッグ・
モデル／
パ ラダ
イム ／
メニュー

ツール／
皿／地図
／（例）

外部委託

業績測定
執行エー
ジェンシー

透明性／情
報の自由

新ウェー
バー型国家
（NWS）

新公共ガバナンス
（NPG）

サービス
ユーザの
委員会

新公共管理法
（NPM）

公私のパート
ナーシップ
（PPP）
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高
度
成
長
か
ら
低
成
長
時
代
に
入
っ
て
各
国
と
も

財
政
赤
字
が
拡
大
し
た
た
め
、
民
営
化
や
規
制
撤

廃
な
ど
ビ
ジ
ネ
ス
の
や
り
方
を
政
府
部
門
に
も
導

入
し
て
効
率
化
や
消
費
者
応
答
性
を
高
め
る
Ｎ
Ｐ

Ｍ
が
、
一
九
八
〇
〜
九
〇
年
代
は
有
力
と
な
っ
た（（（
（

。

し
か
し
、
新
自
由
主
義
的
な
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
改
革
は
人

び
と
の
間
で
格
差
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
や
、
受
注
先
で
あ
る
企
業
の
課
題
が
次
第
に
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
（
た
と
え
ば
汚
職
・
粉
飾
決

算
や
、
収
益
の
見
込
め
な
い
地
域
に
は
進
出
し
な
い
（

な
ど
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
Ｎ
Ｗ
Ｓ

の
よ
う
に
伝
統
的
な
国
家
や
政
府
を
近
代
化
し
て

利
用
し
た
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
で

さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
者
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
し
た
。

Ｎ
Ｗ
Ｓ
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
し

ば
し
ば
ポ
ス
ト
Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
ポ
ス
ト
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
対
す
る
世
論
の
国
際
比

較
に
つ
い
て
は
大
山
（
二
〇
一
六
（
を
参
照
（。
近

表６　ビッグ・モデルの基本主張

モデル 中心となる主張 もっとも共通する
調整メカニズム

いくつかの
主な出典

新公共管理法
（NPM）

ビジネスのやり方を注入すること
によって、政府をより効率的に、
より「消費者応答的」にすること。

市場タイプのメカニ
ズム（MTMs）；業績
指標、目標、競争的
契約、準市場

Hood, 1991; Lane, 
2000, Osborne and 
G a e b l e r ,  1 9 9 2 ; 
Pollitt, 1990

新ウェーバー
型国家（NWS）

より専門的に、より効率的に、よ
り市民応答的にするため、伝統的
な国家装置を近代化すること。
ビジネスのやり方は、この点で補
助的な役割を果たすだろうが、国
家は、それ自身のルール、方法、
文化をもつ独特なアクターであり続
ける。

公平な公務員の規律
のとれたヒエラルキー
を通じて行使される
権威

D r e s c h l e r  a n d 
Kattel, 2008; Lynn, 
2008; 本書の第４章

ネットワーク

ヒエラルキー、そして／または市
場メカニズムよりも、「自己組織
化する」ネットワークを通じて作
動することによって、政府を、よ
りよい情報をもち、より柔軟に、
より排他的でなくすること。

相互依存的な利害関
係者のネットワーク

Agrano f f ,  2 0 0 7 ; 
Castells, 2010; Klijn, 
2005

ガバナンス
（新公共ガバナ
ンス：NPG）

政策の形成と実施の双方において、
より広い範囲の社会的アクターを
含むことによって、政府を、より有
効で、より正統的なものとするこ
と。ガバナンスのなかには、「ネッ
トワークアプローチ」に明らかに
基づいているものもあり、それら
のほとんどは、垂直的統制より「水
平性」を強調している。

利害関係者のネット
ワークとパートナー
シップ

Pierre and Peters, 
2000; Frederickson, 
2005; Kaufmann et 
al. , 2009; Bellamy 
and Palumbo, 2010; 
Osborne, 2010

（出所）Pollitt & Bouckaert (2011: 22), Table 1.3.
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年
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
、
本
家
本
元
の
英
国
に
お
い
て
も
、
当
初
期
待
さ

れ
て
い
た
効
率
化
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
実
証

研
究
が
出
て
き
て
い
る
（H

ood &
 D

ixon, 2015

（。

　

表
７
は
、
三
つ
の
ビ
ッ
グ
モ
デ
ル
に
お
け
る
政
治
家
と
公
務
員
の
役

割
と
弱
点
（
課
題
（
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
掲
げ
て

お
く
。８　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
社
会-

生
態
シ
ス

テ
ム
論
に
お
け
る
制
度
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
系
が
社
会
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
に

あ
る
も
の
で
あ
り
、 

自
然
資
本
や
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
保
全
に
対
し

て
間
接
的
か
つ
基
底
的
要
因
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
政
府
や
市
場
と
は
異
な
り
自
己
組
織
化
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
評
価
基
準
は
、
し
ば
し
ば
プ

ロ
セ
ス
よ
り
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
主
で
あ
り
、
公
共
ガ

バ
ナ
ン
ス
論
で
使
わ
れ
て
い
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
と
一
致
す
る
こ
と

が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
評
価
基
準
の
違
い
だ
け
で
な
く
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
政
府
や
企
業
の
協
力
の
扱
い
な
ど
さ
ら
に
詰

表７　３つの理念型モデルにおける政治家と公務員の役割（太字）と弱点（斜体字）
モデル 政治家の役割（太字）と弱点（斜体字）公務員の役割（太字）と弱点（斜体字）

新公共管理法
（NPM）

戦略的目標の設定：だが、政治家は
この役割に限定されたくないと時に
思う。彼らは細かいことに介入した
いと思う。

自律的経営者、時に起業家は、業績
枠組みとインセンティブを通じて説
明しようとする。主に「対等な立場
の」エージェンシーで働いている。：
統合的公共サービス感覚の欠如と大
臣との距離の増大が応答性を低下さ
せている。

新ウェーバー型
国家（NWS）

大なり小なり権威主義的な意思決定
を行う伝統的役割：NPM や NPG よ
り問題は少ないにしても、政治家が
決定したり決定しようとすることが
困難な状況はますます増えている。

ａ）法律とｂ）政治家の決定の専門的
執行、技術的専門家、顧客への高品
質なサービス、公共サービス倫理規
定：公務員は、政治家に奉仕する役
割と市民・顧客に応答する役割との
間で緊張を経験するかもしれない。

ガバナンス
（新公共ガバナ
ンス：NPG）

重層的利害関係者間の妥協的取引の
偽造者・保障者：このことが得意な
政治家もいるが、彼らには他の圧力
がかかるし、いずれにせよ、利害関
係者間で合意されうる最低限の分母
は、必ずしも公益的に最善の解では
ない。

ネットワーク管理者；パートナー
シップリーダー；交渉者；テコ入れ
探索者；シナジー：公務員の明確な
アカウンタビリティ確保の困難、公
務員がすることと政治家がすること
の線引き維持が困難かもしれない。

（出所）Pollitt & Bouckaert (2011: 169, 170), Table 6.1, 6.2 に加筆修正。



22

法学研究 90 巻 3 号（2017：3）

め
る
べ
き
論
点
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

今
後
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
般
的
な
概
念
の
検
討
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
測
定
、
と
く
に
国
レ
ベ
ル（（（
（

よ
り
も

地
域
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
測
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
適
切
な
類
型
化
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
証
研
究
が
少
な
い（（（
（

た
め
、
自
前
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
デ
ー
タ
を
収
集
す
る

予
定
で
あ
る（（（
（

。
な
お
、
従
属
変
数
で
あ
る
生
物
多
様
性
や
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
測
定
は
、
環
境
省
（
二
〇
一
六
ａ
、
ｂ
（
の
「
生
物

多
様
性
総
合
評
価
報
告
書
第
二
版
」（Japan Biodiversity O

utlook, 2nd ed.: JBO
2

（
の
よ
う
に
、
独
立
変
数
で
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

よ
り
ず
っ
と
進
ん
で
い
る（（（
（

。

　

ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
と
市
民
社
会
に
よ
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
や
、
入
れ
子
構
造
を
考
慮
す

る
重
層
型
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
適
切
な
類
型
化
に
は
、
理
論
と
実
証
の
両
方
の
検
討
が
必
要
な
た
め
、
多
く
は
今
後
の
検

討
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
得
な
い
。

（
1
（　

こ
の
研
究
は
、
環
境
省
の
環
境
研
究
総
合
推
進
費
Ｓ-

15 

「
社
会-

生
態
シ
ス
テ
ム
の
統
合
化
に
よ
る
自
然
資
本-

生
態
系
サ
ー
ビ

ス
の
予
測
評
価 

（Predicting and A
ssessing N

atural Capital and Ecosystem
 Services: PA

N
CES

（」（
研
究
代
表
者
は
武
内

和
彦
東
京
大
学
教
授
（
の
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
筆
者
の
担
当
は
、
テ
ー
マ
４
「
自
然
資
本
・
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
社
会
経
済
的
価

値
の
予
測
評
価
と
自
然
資
本
の
重
層
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
」（
テ
ー
マ
リ
ー
ダ
ー
は
浅
野
耕
太
京
都
大
学
教
授
（
の
な
か
の
サ
ブ
テ
ー
マ
４

（
２
（「
自
然
資
本
の
重
層
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
類
型
化
と
可
視
化
」
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
三
日
東
大
と
二
〇
一
七
年
二

月
二
〇
日
京
大
で
行
わ
れ
た
第
四
回
と
第
五
回
全
体
会
合
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
Ｗ
Ｇ
で
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
報
告

で
は
、
多
く
の
有
益
な
質
疑
応
答
や
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
Ｓ-

15
関
係
者
の
皆
様
に
感
謝
し
た
い
。

（
2
（　

社
会-

生
態
シ
ス
テ
ム
（
系
（
論
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
生
態
シ
ス
テ
ム
を
統
合
的
に
捉
え
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
る
。
社
会
シ
ス
テ
ム
論
は
社
会
学
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
宮
内
泰
介
編
著
（
二
〇
一
三
：
二
七
（
は
、
環
境
保
全
が
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う
ま
く
ゆ
か
な
い
理
由
を
順
応
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
（adaptive governance

（
の
視
点
か
ら
探
っ
て
い
る
。
順
応
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い

て
はBrunner et al. (2005: 33) 

を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
順
応
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
米
国
行
政
学
で
も
登
場
す
る
科
学
的
管
理

（scientific m
anagem

ent

（
に
対
比
さ
せ
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
だ
が
、
生
態
系
と
生
物
多
様
性
の
経
済
学

（T
he Econom

ics of Ecosystem
 and Biodiversity: T

EEB

（
の
よ
う
に
、
自
然
の
恵
み
の
価
値
を
、
自
然
資
本
や
生
態
系
サ
ー
ビ

ス
の
経
済
的
価
値
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
環
境
経
済
学
で
も
使
わ
れ
る
。
浅
野
耕
太
編
著
（
二
〇
〇
九
（、
馬
奈
木
俊
介
・
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｓ
共

編
（
二
〇
一
一
（、
松
下
和
夫
編
著
（
二
〇
〇
七
（、
大
沼
・
栗
山
（
二
〇
一
五
（
な
ど
を
参
照
。
法
学
で
は
及
川
（
二
〇
一
〇
（
を
参
照
。

行
政
学
で
は
社
会-
生
態
シ
ス
テ
ム
の
研
究
は
少
な
い
が
、
後
述
す
る
政
治
学
者
エ
レ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
（Elinor O

strom

（
の
夫

君
で
あ
る
ビ
ン
セ
ン
ト
（V

incent

（
は
行
政
学
者
で
あ
る
。
代
表
的
な
作
品
に
、O

strom
, V

. (1989) 

が
あ
る
。

（
3
（　

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
は
ア
イ
ピ
ー
ベ
ス
あ
る
い
は
イ
ピ
ベ
ス
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
国
連
の
「
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
」

（Intergovernm
ental Panel on Clim

ate Change: IPCC

（
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
正
式
に
設
立
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｐ

Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
目
標
は
、「
生
物
多
様
性
と
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
科
学
―
政
策
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
強
化
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
橋
本
・
齊
藤
、
二
〇
一
四
：
一
二
七-
一
四
〇
（。

（
4
（　

彼
女
は
、
一
九
九
六-

七
年
に
か
け
て
米
国
政
治
学
会
長
を
務
め
た
。

（
5
（　

Ｓ-

15
の
研
究
テ
ー
マ
に
も
「
社
会-
生
態
シ
ス
テ
ム
の
統
合
化
」
と
い
う
表
現
が
入
っ
て
お
り
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
や
オ
ス
ト
ロ
ム
と

の
問
題
関
心
や
概
念
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
6
（　

自
然
な
い
し
生
態
系
が
人
び
と
に
も
た
ら
す
恵
み
に
は
、
た
と
え
ば
食
料
や
木
材
な
ど
の
財
や
、
洪
水
制
御
や
土
砂
崩
壊
防
止
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
、
近
年
で
は
、
こ
れ
ら
を
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
（ecological services

（
と
呼
ん
で
い
る
（
橋
本
・
齊
藤
、
二
〇
一

四
：
二
（。
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
性
質
に
よ
り
、
以
下
の
３
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
①
供
給
サ
ー
ビ
ス
（
生
態
系
に
よ
る
生

産
物
：
た
と
え
ば
木
材
、
食
料
、
繊
維
、
水
等
（、
②
調
整
サ
ー
ビ
ス
（
生
態
系
プ
ロ
セ
ス
の
調
節
か
ら
得
る
便
益
：
た
と
え
ば
気
候
調

整
、
洪
水
制
御
、
炭
素
固
定
等
（、
③
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
（
生
態
系
か
ら
得
る
非
物
的
な
便
益
：
美
し
い
景
観
、
教
育
・
精
神
・
宗
教
的

価
値
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
（。

（
7
（　

共
有
地
（com

m
on-pool land

（ 

。
共
有
財
（com

m
on-pool goods

（
な
い
し
共
有
資
源
（com

m
on-pool resources: CPR

（

は
、
非
排
除
性
と
競
合
性
を
も
つ
財
な
い
し
資
源
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
、「
野
生
動
植
物
や
地
下
水
、
公
海
の
漁
業
資
源
等
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
は
、
基
本
的
に
は
誰
で
も
利
用
・
消
費
で
き
る
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
の
状
態
に
あ
る
が
（
排
除
不
可
能
（、

総
量
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
常
に
乱
獲
や
過
剰
利
用
・
取
水
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
（
競
合
（。」（
橋
本
・
齊
藤
、
二
〇
一
四
：
一

〇
五
（
共
有
財
は
、
従
来
は
競
合
し
な
い
公
共
財
と
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
資
源
の
有
限
性
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
次
第
に
競
合
す
る

よ
う
に
な
り
、
共
有
財
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
油
や
魚
の
よ
う
に
い
っ
た
ん
収
穫
す
れ
ば
私
的
財
と
し
て
取

引
さ
れ
て
い
る
が
、
有
限
性
が
一
層
厳
し
く
な
れ
ば
、
代
替
資
源
の
開
発
・
転
換
や
養
殖
等
を
含
め
た
共
有
財
と
し
て
の
保
全
や
管
理
が

問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
コ
モ
ン
ズ
と
も
呼
ば
れ
、
地
球
環
境
の
よ
う
な
共
有
資
源
は
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
モ
ン
ズ
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
共
有
資
源
や
コ
モ
ン
ズ
は
後
述
す
るO

strom
 (1990)

に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
（　

制
度
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
の
説
明
表
現
に
は
、O
strom

 (1990)

の
影
響
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
9
（　

ユ
ー
ザ
（
Ｕ
（
は
ア
ク
タ
ー
（
Ａ
（
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、O

strom
 (1990) 

で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
専
有
者 

（appropriators

（
と
い
う
こ
と
ば
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
10
（　

自
治
体
職
員
の
意
識
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
要
因
に
入
れ
て
、
し
か
も
そ
の
い
く
つ
か
は
サ
ー
ビ
ス
充
実
度
に
有
意
に
寄
与
し
て
い
る
と
分

析
し
て
い
る
研
究
が
あ
る
（
辻
中-
伊
藤
（
二
〇
一
〇
（（。
ま
た
、
意
識
の
点
で
共
通
す
る
の
は
、
ア
ク
タ
ー
な
い
し
利
害
関
係
者
（
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
間
の
社
会
関
係
資
本
（social capital

（
だ
ろ
う
。
表
２
のA

6

規
範
（
信
頼
・
互
恵
性
（
／
社
会
関
係
資
本
で
あ

る
。
地
域
レ
ベ
ル
の
社
会
関
係
資
本
の
測
定
や
分
析
は
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
そ
れ
ら
よ
り
進
ん
で
お
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
類
型
の
一
つ
と

し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
意
識
で
は
な
く
制
度
や
行
動
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

別
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
社
会
関
係
資
本
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
（
二
〇
〇
一
（、
坂
本
（
二
〇
一
〇
（、
稲

葉
編
著
（
二
〇
〇
八
（
な
ど
を
参
照
。

（
11
（　

注（
20
（で
触
れ
る
「
環
境
独
裁
」
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
議
論
と
関
わ
る
。

（
12
（　O

lson (1971: 2) = 

オ
ル
ソ
ン
（
一
九
八
三
：
二
（ 
は
、「
実
際
、
あ
る
一
集
団
内
の
個
人
の
数
が
少
数
で
な
い
場
合
、
あ
る
い
は

共
通
の
利
益
の
た
め
に
個
人
を
行
為
さ
せ
る
強
制
も
し
く
は
他
の
特
別
の
工
夫
が
な
い
場
合
、
合
理
的
で
利
己
的
個
人
は
、
そ
の
共
通
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
集
団
的
利
益
の
達
成
を
め
ざ
し
て
行
為
し
な
い
で
あ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
る
。

（
13
（　

ゲ
ー
ム
論
で
い
う
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
と
よ
く
似
て
い
る
。
各
自
は
自
己
利
益
の
最
大
化
と
い
う
合
理
性
に
基
づ
い
て
行
動
し
た
の
に
、

社
会
全
体
か
ら
見
る
と
不
合
理
な
最
悪
の
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
状
況
を
意
味
し
て
い
る
。
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（
14
（　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
言
え
ば
、
社
会
主
義
も
資
本
主
義
も
い
ず
れ
に
も
限
界
が
あ
る
。

（
15
（　O

strom
 (1990) 

の
索
引
に
は
、
“governance

”の
項
目
は
な
い
が
、
“self-governance

”の
項
目
は
あ
る
。
よ
り
使
用
例
の
多
い

“self-organization

”の
項
目
と
相
互
参
照
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
る
。

（
16
（　

専
有
者
（appropriators

（
と
は
、「
共
有
資
源
な
い
し
資
源
系
か
ら
資
源
単
位
を
引
き
出
す
（
＝
専
有；

引
用
者
注
（（
権
利
を

も
つ
（
諸
個
人
・
家
計
」
の
こ
と
で
あ
る
（O

strom
, 1990: 30-31, 90

（。
共
有
資
源
を
利
用
す
る
人
び
と
な
い
し
集
団
の
こ
と
で
あ
り
、

専
有
は
共
有
資
源
の
消
費
に
注
目
し
た
概
念
で
あ
る
。
具
体
的
な
専
有
者
の
例
と
し
て
は
、
羊
飼
い
（herders

（、
漁
師
（fishers

（、

灌
漑
耕
作
者
（irrigators

（、
公
共
交
通
機
関
で
通
勤
す
る
人
び
と
（com

m
uters

（ 

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（O

strom
, 1990: 31

（。

先
述
し
た
よ
う
に
、
後
の
図
２
、
３
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ー
ザ
（
Ｕ
（、
ア
ク
タ
ー
（
Ａ
（
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
専
有
者
→

ユ
ー
ザ
→
ア
ク
タ
ー
と
、
共
有
資
源
と
そ
の
消
費
者
の
範
囲
が
次
第
に
広
が
っ
て
き
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
範
囲
の
拡
大
は
、
集
合
行

為
論
的
に
言
え
ば
、
次
第
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
増
え
て
管
理
が
難
し
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ア
ク
タ
ー
の
中
に
強

制
力
や
選
択
的
誘
因
を
提
供
す
る
国
家
や
政
府
を
含
む
場
合
は
別
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
に
つ
な
が
る
共
有
資
源
の
拡
大
に
つ
い
て
は
新

し
い
コ
モ
ン
ズ
（N

ew
 Com

m
ons
（
の
議
論
が
あ
る
。D

uraiappah et al. (2014: 94)

は
、「
新
し
い
コ
モ
ン
ズ
を
、
陸
・
水
・
気
候

の
モ
ザ
イ
ク
で
あ
り
、
人
間
の
福
利
を
増
す
共
有
資
源
の
持
続
可
能
な
供
給
を
維
持
す
る
た
め
、
生
態
系
の
構
造
と
機
能
を
調
整
す
る
基

底
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
定
義
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
17
（　

政
策
実
施
論
は
、
地
域
や
自
治
体
に
よ
る
政
策
実
施
が
、
国
に
よ
る
当
初
の
政
策
意
図
な
い
し
企
画
立
案
と
は
ず
れ
や
す
い
こ
と
を

問
題
に
す
る
。
地
域
や
自
治
体
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
た
と
え
ば
都
市
部
と
農
村
部
と
で
は
大
き
く
異
な
る
た
め
、
全
国
一
律
的
な
国
の

意
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
状
況
の
異
な
る
自
治
体
に
よ
る
多
様
な
政
策
実
施
に
よ
り
、
む
し
ろ
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
い
う
帰
結
を
導
き
や
す
い
。

Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
や
国
家
レ
ベ
ル
で
の
政
策
意
図
と
各
国
の
地
域
や
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
実
施
結
果
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
な
い
か
ど
う
か
は
一

つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
政
策
実
施
論
に
つ
い
て
は
、Pressm

an &
W

ildavsky (1984) 

を
参
照
。
と
く
に
本
書
の
副
題

（
ワ
シ
ン
ト
ン
の
大
き
な
期
待
が
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
ど
の
よ
う
に
粉
砕
さ
れ
る
の
か；

あ
る
い
は
、
連
邦
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
本
当
に
機
能
す

る
こ
と
が
な
ぜ
驚
く
べ
き
こ
と
な
の
か
、
こ
れ
は
、
打
ち
砕
か
れ
た
希
望
の
基
礎
の
上
に
道
徳
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
二
人
の
共
感
す
る

観
察
者
に
よ
る
経
済
開
発
局
の
物
語
で
あ
る
（
は
、
政
策
実
施
論
の
問
題
意
識
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

（
18
（　

ア
ク
セ
ル
ロ
ッ
ド
は
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
協
調
す
る
条
件
は
つ
き
あ
い
が
長
続
き
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
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ラ
ム
の
選
手
権
ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
反
復
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
ゲ
ー
ム
の
勝
者
は
、
初
回
は
協
調
し
、
そ
の
後
は
す
ぐ

前
の
回
に
相
手
が
選
ん
だ
行
動
を
こ
ち
ら
が
と
る
、
と
い
う
「
し
っ
ぺ
返
し
」（T

IT
 FO

R T
A

T

（
戦
略
で
あ
っ
た
と
い
う

（A
xelrod, 1984: xiii =

ア
ク
セ
ル
ロ
ッ
ド
、
一
九
八
七
：
iv
（。

（
19
（　

自
然
資
本
は
ス
ト
ッ
ク
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
は
フ
ロ
ー
の
概
念
で
あ
る
。

（
20
（　

こ
の
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
環
境
保
全
と
い
う
政
策
目
的
の
効
率
的
で
有
効
な
政
策
手
段
と
し
て
「
環
境
独
裁
」
を
認
め
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
議
論
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
21
（　O

strom
 (1990) 

は
、
政
府
や
企
業
は
失
敗
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
含
ま
な
い
専
有
者
に
よ
る
自
己
組
織
化
を
考
察
し
た
が
、
公
共

ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
も
時
に
失
敗
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
失
敗
を
協
力
し
あ
う
こ
と
で
補

完
す
る
よ
う
な
、
政
府
や
企
業
も
含
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
察
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
失
敗
に
つ
い
て
は
、
新
川
（
二
〇
〇

四
：
二
六-

四
七
（
を
参
照
。

（
22
（　

集
権
型
と
分
権
型
と
ど
ち
ら
が
成
果
に
寄
与
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
し
、
集
合
行
為
論
の
問
題
も
あ
る
。

（
23
（　

た
と
え
ば
、
英
国
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
元
首
相
に
よ
る
民
営
化
、
米
国
の
レ
ー
ガ
ン
元
大
統
領
に
よ
る
規
制
撤
廃
、
日
本
の
中
曽
根
元
首

相
に
よ
る
民
営
化
な
ど
で
あ
る
。

（
24
（　

国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
に
は
、
世
界
銀
行
の
世
界
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
（W

orld Governance Indicators: W
GI

（
が
有
名
で
あ
る
。

Ｗ
Ｇ
Ｉ
は
、
市
民
社
会
の
視
点
か
ら
二
つ
の
次
元
（
参
加
と
説
明
責
任
、
政
治
的
安
定
（、
政
府
の
視
点
か
ら
四
つ
の
次
元
（
政
府
の
有

効
性
、
規
制
の
質
、
法
の
支
配
、
汚
職
の
抑
制
（
の
計
六
つ
の
次
元
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
次
元
を
独
立
変
数
と
し
て
、
従

属
変
数
で
あ
る
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
（Environm

ental Perform
ance Index: EPI

（
を
重
回
帰
分
析
す
る
と
、
政
府
の
有
効

性
の
次
元
の
み
が
統
計
的
に
有
意
な
結
果
が
得
ら
れ
た
（O

yam
a, 2014

（。
こ
の
結
果
は
、
市
民
参
加
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
よ
り
環
境

政
策
（
規
制
や
補
助
、
Ｓ-

15
で
は
「
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
」「
ド
ラ
イ
バ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
の
ほ
う
が
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
と
い
っ
た
成
果
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
、
自
治
体
レ
ベ
ル
の
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
指
標
や
デ
ー
タ
の
整

備
は
国
レ
ベ
ル
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
る
。

（
25
（　

例
外
と
し
て
、
辻
中
・
伊
藤
共
編
（
二
〇
一
〇
（
と
都
市
の
生
物
多
様
性
指
標
研
究
会
・
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ｃ
（
二
〇
一
六
（
が
あ
る
。
辻

中
・
伊
藤
共
編
（
二
〇
一
〇
（
は
、
サ
ー
ビ
ス
充
実
度
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
要
因
よ
り
財
政
力
と
人
口
規
模
の
要
因
で
説
明
で
き
る
こ
と
、
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ガ
バ
ナ
ン
ス
要
因
の
な
か
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
対
す
る
公
平
な
職
員
意
識
が
正
の
関
係
に
、
分
権
的
な
職
員
意
識
が
負
の
関
係
に
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
都
市
の
生
物
多
様
性
指
標
研
究
会
・
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ｃ
（
二
〇
一
六
：
一
九-

二
八
（
は
、
六
六
五
自
治
体
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
く
国
交
省
（
二
〇
一
六
（
を
使
っ
て
生
物
多
様
性
に
優
れ
た
自
治
体
を
ラ
ン
キ
ン
グ
し
た
。
関
連
指
標
の
Ｇ
Ｍ

（Governance M
anagem

ent

（
は
大
都
市
圏
の
自
治
体
が
、
Ｂ
Ｄ
（Biodiversity

（
は
広
大
な
山
林
を
抱
え
る
自
治
体
が
上
位
を
占

め
る
こ
と
、
地
域
戦
略
を
策
定
し
て
い
る
自
治
体
は
Ｇ
Ｍ
関
連
指
標
の
平
均
点
が
全
体
に
比
べ
て
高
い
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
26
（　

初
年
度
で
あ
る
二
〇
一
六
年
度
は
、
サ
ブ
テ
ー
マ
２
（
３
（、
１
（
４
（
と
協
力
し
て
、「
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
」
を
策
定
済
み
の

自
治
体
と
未
策
定
の
自
治
体
と
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
比
較
対
照
さ
せ
て
検

討
・
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。
先
行
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て
は
千
葉
ほ
か
（
二
〇
一
四
（
を
参
照
。
市
民
（
団
体
（
向
け
は
来

年
度
以
降
の
予
定
で
あ
る
。
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
研
究
員
の
小
田
勇
樹
氏
の
多
大
な
る
協
力
を
得

た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
27
（　

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
に
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
生
態
系
評
価
（M

illennium
 Ecosystem

 A
ssessm

ent: M
A

（
や
日
本
の
里
山-

里
海
評
価
（Japan Satoyam

a Satoum
i A

ssessm
ent: JSSA

（ 

も
あ
る
（M

A
, 2003, 

国
連
大
学
、
二
〇
一
二
（。
環
境
省
（
二
〇
一

六
ａ
、
iii
︲
ix
（
に
よ
れ
ば
、
Ｊ
Ｂ
Ｏ
２
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
の
概
念
枠
組
み
を
参
考
に
、「
生
物
多
様
性
の
損
失
の
要
因
」「
生
物
多
様
性

の
損
失
へ
の
対
策
」「
生
物
多
様
性
の
損
失
の
状
態
」「
人
間
の
福
利
と
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
変
化
」
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
損
失
の
要
因
と
対
策
は
「
生
物
多
様
性
の
危
機
」
別
に
、
損
失
の
状
態
は
生
態
系
別
に
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

貢
献
す
る
人
間
の
福
利
別
に
評
価
し
て
い
る
。
生
物
多
様
性
の
危
機
に
は
、
第
一
の
危
機
（
開
発
等
人
間
活
動
に
よ
る
危
機
（、
第
二
の

危
機
（
自
然
に
対
す
る
働
き
か
け
の
縮
小
に
よ
る
危
機
（、
第
三
の
危
機
（
人
間
に
よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
に
よ
る
危
機
（、
第
四
の
危

機
（
地
球
環
境
の
変
化
に
よ
る
危
機
（
の
四
つ
が
あ
る
。
ま
た
、
生
態
系
は
「
森
林
生
態
系
」「
農
地
生
態
系
」「
都
市
生
態
系
」「
陸
水

生
態
系
」「
沿
岸
・
海
洋
生
態
系
」「
島
嶼
生
態
系
」
の
六
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
空
間
的
に
は
相
互
に
重
複
す
る
区
分
と
さ
れ
て
い

る
。
人
間
の
福
利
に
は
、「
豊
か
な
暮
ら
し
の
基
盤
」（
お
も
に
供
給
・
調
整
サ
ー
ビ
ス
が
貢
献
（、「
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
と
健
康
」（
主

に
調
整
・
文
化
サ
ー
ビ
ス
が
貢
献
（、「
暮
ら
し
の
安
全
・
安
心
」（
主
に
調
整
サ
ー
ビ
ス
・
デ
ィ
ス
サ
ー
ビ
ス
が
貢
献
（、「
自
然
と
と
も

に
あ
る
暮
ら
し
と
文
化
」（
主
に
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
が
貢
献
（」
の
四
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
具
体
的
な

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
や
人
間
の
福
利
に
ど
う
寄
与
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
評
価
の
範
囲
は
過
去
五
〇
年
程
度
（
一
九
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六
〇
年
代
〜
現
在
（
で
、
評
価
の
精
度
は
数
キ
ロ
メ
ッ
シ
ュ
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ-

15
で
は
、
二
〇
五
〇
年
に
お
け
る
自
然
資
本
・
生
態

系
サ
ー
ビ
ス
の
予
測
評
価
、
お
よ
び
評
価
の
精
度
を
一
キ
ロ
メ
ッ
シ
ュ
（
事
例
地
域
に
お
い
て
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
メ
ッ
シ
ュ
（
に
上
げ

る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
単
位
は
、
通
常
は
市
町
村
や
学
校
区
、
集
落
等
で
あ
る
か
ら
、
生
態
系
サ
ー

ビ
ス
の
単
位
も
こ
れ
ら
に
揃
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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